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はじめに 
 
 
 
本書は、第３５回研究評価委員会において設置された「風力等自然エネルギ

ー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」（中間評価）の研究評価委員会

分科会（第１回（平成２５年７月１１日））、及び現地調査会（平成２５年７月

５日））において策定した評価報告書（案）の概要であり、ＮＥＤＯ技術委員・

技術委員会等規程第３２条の規定に基づき、第３６回研究評価委員会（平成２

５年１１月６日）にて、その評価結果について報告するものである。 
 
 
 

平成２５年１１月 
 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
研究評価委員会「風力等自然エネルギー技術研究開発／ 

海洋エネルギー技術研究開発」分科会 
（中間評価）  

 
分科会長 石原 孟 
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 研究評価委員会 

「風力等自然エネルギー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」 

（中間評価） 

分科会委員名簿 
（平成２５年７月現在） 

 氏 名 所 属、役 職 

分科会長 
いしはら たけし 

石原 孟＊ 東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 教授 

分科会長 
代理 

たかの ひろふみ  

髙野 裕文 
一般財団法人 日本海事協会 研究開発推進室（兼） 
風車認証事業室 室長  

委員  いけの  まさあき  

池野 正明 
一般財団法人 電力中央研究所 環境科学研究所  
水域環境領域 上席研究員              

さかぐち じゅんいち  

坂口 順一 
ＤＲＥＳＳＥＲ－ＲＡＮＤ クライアント・サービス  
技術顧問  

まえだ たかお  

前田 太佳夫 三重大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 

むつだ ひでみ 

陸田 秀実  
広島大学 大学院工学研究院 エネルギー・環境部門 
地球環境工学講座 准教授 

敬称略、五十音順 
 
 

注＊：実施者の一部と同一大学であるが、所属部署が異なるため（実施者：東京大学

大学院工学系研究科 機械工学専攻、東京大学 大学院新領域創成科学研究科 
海洋技術環境学専攻など）「NEDO技術委員・技術評価委員規程(平成２３年７月

７日改正）」第３４条（評価における利害関係者の排除）により、利害関係は

ないとする。 
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プロジェクト概要 
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技術分野全体での位置づけ 
（分科会資料６より抜粋） 
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「風力等自然エネルギー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」 

全体の研究開発実施体制 
 

[２０１１年～２０１２年] 

 
[２０１３年～] 
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「風力等自然エネルギー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」 

（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
海洋エネルギー技術は、海洋国の日本にとっては極めて重要な技術であり、本プロ

ジェクトは今後海洋エネルギーの導入拡大、国際競争力の強化に貢献するものである。

また、海洋エネルギーを自国産業として育成し、海外市場へ展開することは国内にお

ける新しい産業の創成としても必要である。本プロジェクトは、国外の技術動向、市

場動向等を踏まえた戦略的な目標が設定され、2 年間という短い間に大変素晴らしい

成果を上げたテーマもあり、その成果は評価できる。 
一方、我が国の海洋エネルギー開発・施策は、諸外国に大幅な後れを取ってしまっ

ており、要素技術の多様性がなくては次世代の実用化事業の芽は出ない。諸外国と比

べた場合、これまで培ってきた日本の要素技術の方が明らかに優れているので、今後

も、太陽、風力エネルギー分野と同様に、海洋エネルギー分野の要素技術研究及び実

用化研究についても継続的な取組みを望む。 
さらに、現在、各発電方式について、発電効率、設備稼働率、コスト等が同じ尺度・

基準で、直接比較できないため、統一した評価手法、試験手法等の確立を期待する。 
 
２）今後に対する提言 
海外でも海洋エネルギーの分野に力を入れており、素晴らしい要素技術はなるべく

早く実証研究につなげていかなければならない。国内における実証試験の実施が困難

であれば、海外での実施、更に海外事業化についても検討が必要である。また、波、

海流エネルギーが日本より豊富な欧州等に対応するためには、運動制御による波力発

電効率の向上の工夫等の他に、洋上風力との複合発電の可能性等、付加価値創出の視

点も必要と考える。 
さらに、海外の研究成果に基づいて国際規格の制定が進められている中で、我が国

の研究成果が海外で受入れられないものであると今後の海外市場への展開が難しく

なる。日本型の技術や新しい成果を国際基準に反映させるためには、国際電気標準会

議（IEC）や国際エネルギー機関（IEA）に積極的に参加し、必要な情報を技術開発

にフィードバックする、あるいは日本の技術を国際会議の場で提案する活動が必要で

ある。 
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２．各論 
１）事業の位置付け・必要性について 

自然エネルギーへの社会的要請は国内外を問わず極めて大きい。海洋エネルギーは、

世界的に需要が見込める分野であり、実用化レベルへ早く近づける必要がある。これ

までに海洋エネルギー発電技術は実海域での運転実績が少なく事業化に繋げていく

ためには、民間企業にとってはリスクが高い。また、海洋エネルギーの利用技術は多

様であり、それらの個々の可能性を排除することなく幅広く育成して産業レベルまで

発展させようとする本プロジェクトは、NEDO の事業として妥当である。 
我が国の海洋エネルギー分野に関わる要素技術水準は、諸外国と比べて高いレベル

にあるが、国の施策が不透明なため、将来の投資にリスクを感じる実施者が多い。今

後、我が国のエネルギー政策（自然エネルギーに対する方針）をこれまで以上に明確

に示されることを期待する。 
 

２）研究開発マネジメントについて 
国外の技術動向、市場動向等を踏まえた戦略的な目標、目標達成度を判断できる具

体的かつ明確な開発目標を設定している点は評価できる。また、プロジェクトリーダ

ーを選任することにより、費用対効果の最大化を目指し研究のリスク及び進捗管理が

行われている。実施体制も大学と民間の共同開発体制が強固となっており、早期実用

化に向けて、大いに期待できる。 
今後、実証研究が確実に実施されるため、テーマによっては実施体制の中に技術力

を有する企業を実施者として追加選定するなど、定期的な実施体制の見直しが望まれ

る。 
 

３）研究開発成果について 
大学等のシーズ研究が、民間企業の技術的サポートにより、2 年間という短い間に

素晴らしい成果を上げたテーマもあり、設定された目標は概ね達成されている。また、

既存技術の発電性能を上回る結果が得られており、今後、当該分野の産業創出・拡大

に向けて大いに期待できる。 
一方、知的財産の取得は精力的に行われているが、諸外国に比べ実用化及び要素技

術に関する情報発信が圧倒的に少ない。科学的・学術的な根拠となるコア技術につい

ては、ジャーナル誌または国際会議において積極的に発表し、当該技術の優位性をア

ピールする必要がある。また、知的財産では、要素単体のみならず、要素の組み合わ

せ・複合に関する特許の知財化も必要である。 
 

４）実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
いくつかの素晴らしい技術が開発され、実用化のために競合技術との性能比較やコ
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スト評価も行われており、海外の技術に対する優位性が認められる。また、概ね実用

化・事業化のシナリオが立てられており、それに沿って研究開発が進められ、実施者

は今後、実用化に参画していくと期待される。数年後には、実証試験の成果を諸外国

にアピールできる可能性がある。 
一方、欧州に比べ、我が国における海洋エネルギーの密度は低く、日本型の技術が

開発されることが望まれる。また、発電した電力は、最終的にはコンバータ、インバ

ータ、トランス、海底ケーブルなどを経て、送配電ネットワークに接続される。この

電気部分の技術改良・コスト低減が発電原価に影響することから、今後、関連メーカ

の積極的関与が必要である。現在のコスト分析は、前提条件の推定が甘く、説得力に

欠ける。経済性の目標が達成できるのかどうかは明確でない。
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個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みに関する評価

及び今後に対する提言 
海洋エネルギー

発電システム実

証研究 
 

いくつかの実証研究では、実証試験機の

設計・製作が着実に進んでおり、概ね中間

目標を達成している。今後、実証試験に向

けての各種の環境条件の精査や実証試験

機の製造等を行い、実際の海洋環境におい

て実証試験を行うことにより最終目標は

達成可能であると考える。 
但し、テーマによって進捗状況に差が生

じている。一部の研究内容については実証

試験に至るためのシナリオと実証試験を

行ったときに想定される成果に曖昧な部

分があり、具体的な計画を確定する必要が

ある。また、構造物の安全性に対する検討

が不明確な点については、実証試験前に十

分な考察、追加試験が必要である。 

日本の自然環境条件を考慮した研究開発が実施され、テー

マ間の差異はあるが、技術的には実用化の目途は立っている

状況にある。目標となる発電単価を達成するための社内調整

や量産化によるコストダウン、設備全体の中の要素のコスト

配分が検討されており、実証試験後の実用化・事業化は期待

できる。 
但し、一部の研究内容については、浮体・係留システム開

発、小規模電力出力の電気システム系検討、保守など、目標

レベルへの実用化へのハードルは高いと考える。 
なお、今後、実用化・事業化を拡大していくためには、漁

業関係者のみならず、海洋環境および海洋生物との共存を視

野に入れた検討が必要である。いくら技術が優れていても、

共存のハードルをクリアできなければ、国民・社会から受け

入れられない。目標として掲げた発電コスト 40 円/kWh
（2016 年以降の事業化時の試算）を、個別の技術開発等を

通じて、具体的にどのように目標を実現するのかをより明確

にして欲しい。 
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次世代海洋エネ

ルギー発電技術

研究開発 
 

有望な技術が選定され、2 年間という短

い間に素晴らしい成果を上げており、その

成果は高く評価できる。２件ともに主要デ

バイスの開発という視点において実用化

検討に必要な要素技術を完成させるため

の研究開発が計画通りに進められており、

各種の試作や試験において成果が上がり、

概ね事業は良好に進んでいると判断され、

中間目標を達成している。 
一方、海洋エネルギーの分野に対して海

外も非常に力を入れており、技術的に目途

がついているものは、小規模実証試験や海

外実証サイトでの試験実施により、段階を

踏みつつ開発を加速させ、日本型の技術や

新しい研究成果が 1日も早く実証されるこ

とが望まれる。海洋温度差発電について

は、システム全体から見てサイクルと熱交

換器以外の主要デバイスの特定技術開発

の目標設定などを加える必要がある。 

今後の進展が期待できる要素技術について、実用化に向け

て大学と民間企業の役割が明確な取り組みが行われ、科学的

根拠に基づく研究成果が得られている。また実用化のために

必要な実証試験の海域調査等の準備がなされており、本プロ

ジェクト後の実用化は概ね可能であると考える。 
水中浮遊式海流発電は、各要素の研究目標がクリアであ

り、委託先に実用化に向けて推進者となる企業が参加してお

り、研究成果が実用化に向けて得られている。海洋温度差発

電は、タービンも含めたシステム全体の構想が必要であり、

実用化に向けた全体コスト見直しおよび技術課題の洗い出

しなどが必要である。 
今後、最終的な数値目標を達成するにあたり、種々の試

験・シミュレーションを行う予定となっているが、その試験

条件等を明確にすべきである。特定の条件下のみならず、で

きる限り多くの海象条件を想定し、データ蓄積を行った上

で、実用化に向けた見通しをまとめることを期待する。 
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 成果に関する評価 
海洋エネルギー

発電技術共通基

盤研究 
 

我が国で海洋エネルギー技術開発を推進するための基盤として必要となる水槽試験や実海域試験等の

試験手順や、海洋エネルギー機器の性能・信頼性・コストの評価方法、ステージゲート評価手法、関連す

る国内法などが取り纏められ、海洋エネルギー発電システム実証研究と次世代海洋エネルギー発電技術研

究開発テーマの遂行に役立っている。また、諸外国の海洋エネルギー研究および実証事例について、わか

りやすくまとめられており、当該分野に新たに参入する事業者に対して、広範な情報を簡潔に理解できる

成果物として評価できる。 
但し、国内の海洋産業の成長を目標とするのであれば、風力、太陽光などの競合技術の導入状況を考慮

に入れた市場規模の評価が必要である。また、国内市場だけでなく海外市場のポテンシャルと導入に必要

な条件も把握すべきである。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.8 

2.2 

2.0 

2.8 

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化に向けての

見通し及び取り組みについて

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.8 A A A A B A
２．研究開発マネジメントについて 2.0 B A B B B C
３．研究開発成果について 2.2 A B B B B B 
４．実用化・事業化に向けての見通し及び

取り組みについて 1.8 B B A  C C B

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 
１．事業の位置付け・必要性について ３．研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

２．研究開発マネジメントについて ４．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当                   →C
・見通しが不明        →D

平均値 
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評点結果〔個別テーマ〕 
海洋エネルギー発電システム実証研究 

2.0 

2.2 

0.0 1.0 2.0 3.0 

2.実用化・事業化に向けての

見通し及び取り組みについて

1.研究開発成果

 

 
次世代海洋エネルギー発電技術研究開発 

1.8 

2.5 

0.0 1.0 2.0 3.0

2.実用化に向けての見通し

及び取り組みについて

1.研究開発成果

 

 
海洋エネルギー発電技術共通基盤研究 

1.7 

0.0 1.0 2.0 3.0 

1.研究開発成果

 

平均値 

平均値 

平均値 
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個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

海洋エネルギー発電システム実証研究 
 １．研究開発成果について 2.2 A B B B B B
 ２．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 2.0 A B B C B B

次世代海洋エネルギー発電技術研究開発 
 １．研究開発成果について 2.5 B A A B B A
 ２．実用化に向けての見通し及び取り

組みについて 1.8 B B A C C B

海洋エネルギー発電技術共通基盤研究 
 １．研究開発成果について 1.7 C B B C B B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

 

 

〈判定基準〉  
１．研究開発成果について ２．実用化・事業化に向けての見通し

及び取り組みについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・明確            →A
・妥当            →B
・概ね妥当          →C
・見通しが不明        →D
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                                   ＜参考＞         

「風力等自然エネルギー技術研究開発／海洋エネルギー技術研究開発」

（中間評価）に係る評価項目・評価基準 
 
 
 
１．事業の位置付け・必要性について 
(1)NEDO の事業としての妥当性 
・ 「エネルギーイノベーションプログラム」の目標達成のために寄与してい

るか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、NEDO の関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか。 
 
(2)事業目的の妥当性 
・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、

政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 
 
２．研究開発マネジメントについて 
(1)研究開発目標の妥当性 
・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されている

か。 
・ 目標達成度を測定・判断できる具体的かつ明確な開発目標を設定している

か。 
 
(2)研究開発計画の妥当性 
・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマごとの配

分を含む）となっているか。 
・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 
・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点

から絞り込んだうえで活用が図られているか。 
 
(3)研究開発実施の事業体制の妥当性 
・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。 
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・ 適切な研究開発実施体制になっており、指令命令系統及び責任体制が明確

になっているか。 
・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携が十分に行われ

る体制となっているか。 
・ 知的財産取扱（実施者間の情報管理、秘密保持、出願・活用ルール含む）

に関する考え方は整備され、適切に運用されているか。 
 

(4) 研究開発成果の実用化・事業化に向けたマネジメントの妥当性 
・ 成果の実用化・事業化につなげる戦略が明確になっているか。 
・ 成果の実用化・事業化シナリオに基づき、成果の活用・実用化の担い手、

ユーザーが関与する体制を構築しているか。 
・ 全体を統括するプロジェクトリーダーが選任されている場合、成果の実用

化・事業化シナリオに基づき、適切な研究開発のマネジメントが行われて

いるか。 
・ 成果の実用化・事業化につなげる知財戦略（オープン／クローズ戦略等）

や標準化戦略が明確になっており、かつ妥当なものか。 
 
(5)情勢変化への対応等 
・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向等に

機敏かつ適切に対応しているか。 
 
 
３．研究開発成果について 
(1)目標の達成度と成果の意義 
・ 成果は目標を達成しているか。 
・ 成果は将来的に市場の拡大あるいは市場の創造につながることが期待で

きるか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 
・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成まで

の課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果とし

て評価できるか。 
・ 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。 
・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、又は汎用性のある成果に

ついては、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が上がっている

場合は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 
・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 大学または公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合

には、具体的に企業の取り組みに貢献しているか。 
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(2)知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登

録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に

沿って国内外に適切に行われているか。 
 
(3)成果の普及 
・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行われ

ているか。 
・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及し

ているか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 
 
(4)成果の最終目標の達成可能性 
・ 最終目標を達成できる見込みか。 
・ 最終目標に向け、課題とその解決の道筋が明確に示され、かつ妥当なもの

か。 
 
 

４．実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて 
 

本項目における「実用化・事業化」の考え方 
当該研究開発に係る要素技術、デバイス（装置）、などが事業会社の事業責

任部門に移管され、量産化に向けた開発が開始されることであり、さらに、当

該研究開発に係る要素技術、製品等の販売（ライセンスを含む）や利用するこ

とにより、企業活動（売り上げ等）に貢献することを言う。 

 
 
(1)成果の実用化・事業化の見通し 
・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっ

ているか。 
・ 成果は市場やユーザーのニーズに合致しているか。 
・ 実用化に向けて、競合技術と比較し性能面、コスト面を含み優位性は確保

される見通しはあるか。 
・ 量産化技術が確立する見通しはあるか。 
・ 事業化した場合に対象となる市場規模や成長性等により経済効果等が見

込まれるものとなっているか。 
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・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経 
済的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 

 
(2)実用化・事業化に向けた具体的取り組み 
・ プロジェクト終了後において実用化・事業化に向けて取り組む者が明確に

なっているか。また、取り組み計画、事業化までのマイルストーン、事業

化する製品・サービス等の具体的な見通し等は立っているか。 
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個別テーマ 5.2「次世代海洋エネルギー発電技術研究開発」は、基礎的・基盤的

研究開発の評価基準で、評価を行う（実用化のみの評価）。 
 

４．実用化に向けての見通し及び取り組みについて 
 

本項目における「実用化」の考え方 
当該研究開発に係る要素技術、デバイス（装置）、などが事業会社の事業責

任部門に移管され、量産化に向けた開発が開始されることを言う。 
 
 
(1)成果の実用化の見通し 
・ 実用化のイメージに基づき、課題及びマイルストーンが明確になっている

か。 
・ プロジェクトの直接の成果ではないが、特に顕著な波及効果(技術的・経 

済的・社会的効果、人材育成等)がある場合には付加的に評価する。 
 
 (2)実用化に向けた具体的取り組み 
・ 成果の実用化に向けて、誰がどのように引き続き研究開発を取り組むのか

明確になっているか。 
 



 

21 

 
個別テーマ 5.3「海洋エネルギー発電技術共通基盤研究」は、事後評価として「研

究開発成果について」のみ、評価を行う。 
 
３．研究開発成果について 
(1)目標の達成度と成果の意義 
・ 成果は目標を達成しているか。 
・ 成果は将来的に市場の拡大あるいは市場の創造につながることが期待で

きるか。 
・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。 
・ 目標未達成の場合、達成できなかった原因が明らかで、かつ目標達成まで

の課題を把握し、この課題解決の方針が明確になっているなど、成果とし

て評価できるか。 
・ 設定された目標以外に技術的成果があれば付加的に評価する。 
・ 世界初、世界最高水準、新たな技術領域の開拓、又は汎用性のある成果に

ついては、将来の産業につながる観点から特に顕著な成果が上がっている

場合は、海外ベンチマークと比較の上で付加的に評価する。 
・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 
・ 大学または公的研究機関で企業の開発を支援する取り組みを行った場合

には、具体的に企業の取り組みに貢献しているか。 
 
(2)知的財産権等の取得及び標準化の取組 
・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登

録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に

沿って国内外に適切に行われているか。 
 
(3)成果の普及 
・ 論文等の対外的な発表は、将来の産業につながる観点から戦略的に行われ

ているか。 
・ 成果の活用・実用化の担い手・ユーザー等に対して、適切に成果を普及し

ているか。また、普及の見通しは立っているか。 
・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 


